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平成２３年度

ＬＰガス自動車用燃料供給施設導入促進対策事業
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ＬＰガススタンド補助金申請の手引き

　ＬＰガス自動車用燃料供給施設の設置及び

増設・改造費等の一部を補助します

日本ＬＰガス協会


ＬＰガススタンド設置促進事業

補助金交付申請の手順


















◆ＬＰガススタンド設置促進事業

１．
補助事業の概要

　ＬＰガスの流通の合理化、安定的かつ低廉な供給の確保ならびに地球環境対策に資することを目的に、日本ＬＰガス協会(以下「協会」という。)が経済産業省から補助金を受けて、ＬＰガススタンドの導入を促進するために補助金を交付します。
２．
申請等

（１）
申請者の資格等


ＬＰガス自動車用燃料供給施設（以下「LPガススタンド」という）の設置を行う方。


ただし、業務方法書第8条に規定する懲罰等に該当しないこととします。
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（２）
申請の受付期間

・第１期：
平成２３年０５月０６日～平成２３年０６月１５日
・第２期：
平成２３年０７月０１日～平成２３年０８月１５日

　　　
・第３期：
平成２３年０９月０１日～平成２３年１０月１５日
　　　　　　・

・ 


①募集は第１期より開始します。予算枠の範囲内で第２期以降を実施します。


②第1期で予算枠の範囲を超えた場合には、第２期以降の募集は実施しませんので
ご注意ください。


③予算枠内であれば、第4期以降も募集します。その場合には奇数月による募集を
予定しています。

④最終募集期で申請額が予算残額を超えた場合、按分することもあります。

３． 補助対象
LPガススタンドの設置及び増設・改造を行う方。ただし、専らタクシーに供給する場合を除く。
新設；　①営業用　②自家用　　　　　既設；　①増設　　②改造
４．
補助対象経費

　ＬＰガススタンドの内訳
①

受電設備、配管設備、防・消火設備、検知警報設備、ディスペンサー（充てん管理システムを含む）、圧縮機、充てん用ポンプ、保安電力設備、計装・制御装置、障壁、警戒標、キャノピー、標識、タンク及び付属設備、電気設備
②
上記に掲げる施設の設置工事費、増設、改造及び諸経費等

※ただし、消費税及び地方消費税相当額は含みません。


　　　　　別紙－３参照
５．
補助金交付額及び限度額
①当該LPガススタンド設置及び増設・改造に要する費用の２分の１
②限度額の３,０００万円／ヶ所
　　※上記①、②のいずれか低い方の額が交付額となります。
６．
申請の条件

（１）
申請前に工事着工がなされていないこと。


協会の交付決定通知を受けるまでは申請者の自己責任において事業を進めることとなります。その間、受理通知票により工事着工を進めることができます。


・
補助対象事業に係る売買、請負等の契約に関し、一般の競争に付してください。別紙－１参照

　　　・　補助事業者としての順守事項、補助事業における利益等の排除を遵守してください。別紙－２参照
（２）
補助事業である当該LPガススタンドの設置、増設・改造及びその代金の支払いが完了し、平成２４年２月２９日までに実績報告書が提出できること。

７．
申請書の審査要領・要件
　【新設の場合；営業用・自家用】

（１）
申請書類が要件を満たしていること

（２）
申請者としての資格又は要件を有していること

（３）
補助事業の補助対象経費の内容が適切であること
（４）　当該施設の利用計画の内容が適切であり、次に定める各事項が明確であること
①　当該施設の設置計画が、確実に行われることが見込まれること
※自治体との製造の許可・変更届け等が打ち合わせ済みであるなど
②　当該施設の利用が促進されることが確実であること
③　当該設備の設置により、他のＬＰガススタンドの健全な経営を阻害、又は
  圧迫する恐れがないこと　　※空白地域での設置
④
当該設備の設置により、一般消費者等に著しい不利益が生じないこと
（５）
補助事業に関して、他の助成金等の交付を受けていないこと
（６）
関連法規を遵守していること
【既設；増設、改造の場合】

　増設；　ディスペンサーからなる系統一式の追加工事とする。

　　　　　　①既設施設等が運営開始1年以上を経過していること
　　　　　　②増設後の燃料供給量が増加されること

　　　　　　③既設燃料施設備と同一敷地内とすること

　改造；　設備形態の変更であって、処理能力の増加による貯槽、出荷用ポンプ

及びディスペンサー等のいずれかを含む工事。

1 既設施設等が運営開始1年以上を経過していること
2 既設燃料施設備と同一敷地内とすること
3 改造を必要とうする合理的理由があること
審査件数が多い場合には、営業用・自家用及び増設・改造の区分で

優先順位を決めることもあります。
８．
申請時の提出書類

	書類名
	作成要領
	提出の
有無

	①補助金交付申請書　　　　
　　　　（様式第１）
	記入例（p13～p14）参照
	○

	②補助対象施設に係る経費明細書
（様式細－１）
	記入例（  p15   ）参照
	○

	③燃料供給施設設置に係る資金調達計画書
（様式細－２）
	記入例（  p16   ）参照
	○

	④燃料供給施設設置補助金交付申請者概要表（様式細－３）
	記入例（  p17   ）参照
	○

	⑤燃料供給施設利用計画書
　　（様式細－４）
	記入例（  p18   ）参照
	○

	⑥決算報告書（過去２期分）

	
	○

	⑦製造許可書の写し又は製造届出書
	
	○

	⑧燃料供給施設設置等工事の見積書
	
	○

	⑨全体の平面図
	
	○

	⑩燃料供給施設の設置場所の周辺地図
・
他のＬＰガススタンドとの位置関係が分かる広域マップ

・
周辺の道路状況及び半径5km程度の円と想定需要家をプロットした周辺需要家マップ

・
申請地周辺の状況が分かる近隣マップ
	マップ作成例
（p19～p21）参照
	○



９．
申請の提出先（お問合せ先）

日本ＬＰガス協会

〒105-0001　東京都港区虎ノ門１－１４－１琴平ビル4階

電話　03(3503)5747　　　ＦＡＸ　03（3580）7776
ホームページ：http://www.j-lpgas.gr.jp/support/stand/about.html 

・　申請ご希望の方はご相談ください。
　　当該補助事業を規定するもの

　　＊クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金

　　　　ＬＰガス自動車用燃料供給施設導入促進対策事業　　業務方法書

　　　　ＬＰガス自動車用燃料供給施設導入促進対策事業　　業務細則

　　　　ＬＰガス自動車用燃料供給施設導入促進対策事業　　審査委員会の達

　
　　　　LPガス自動車用充てん施設の補助対象設備の内訳（１／２）

	補助対象設備
	内　　　　　　訳

	受電設備
	キュービクル、分電盤、トランスユニット、配線分岐、スタンド用、

盤アース接地　※工事費用は別途計上する。

	配管設備
	高圧配管、エアー配管、水配管、弁計類、フランジ、ナット、ガスケット、

ニップル、配管サポート等及び工事一式

	防・消火設備
	消火器、散水装置、貯水槽、エンジンポンプ、ポンプ架台

※工事費用は別途

	検知警報設備
	ガス漏れ検知設備一式（検知器、検知表示盤等）、警報設備（地震警報、警報盤、警報ランプ等）　※工事費用は別途計上する。

	ディスペンサー
	本体（流量計、表示盤、ホース等）、内圧保護装置、緊急離脱カプラー、充てん管理システム
その他付属機器　※工事費用は別途計上する。

	圧縮機
	エアコンプレッサー、架台、その他付属機器

※工事費用は別途計上する。

	充てん用ポンプ
	液中式、地上式ポンプ本体、その他付属設備計装空気圧縮機、原動機及び補器、

接続配管　※工事用費用は別途計上する。

	保安電力設備
	ガス漏れR検知設備用バッテリー、エンジンポンプ一式

※工事費用は別途計上する。

	計装・制御装置
	制御操作盤、現場操作盤、計装用電線

※工事費用は別途計上する。

	障壁
	高圧ガス保安法上必要とされるもののみ（工事費含む。）

	警戒標
	高圧ガス保安法上必要とされるもののみ（工事費含む。）

	キャノピー
	ディスペンサー、充てん車両駐車位置を覆う範囲とし、基礎工事、製作・組立、

塗装、付属照明を含む本体・工事一式

	標識
	標識（看板）※(別紙４を参照）

	タンク及び付属設備
	タンク本体、元弁、液面計、安全弁等高圧付属機器、誤発進防止等の安全装置

※工事費用は別途計上する。

	電気設備
	照明一式（防爆型）

※工事費用は別途計上する。


　　　　LPガス自動車用充てん設備補助対象設備の内訳（２／２）
	補助対象設備
	内　　　　　訳

	そ　の　他
	設計費
	高圧ガス製造設備の詳細設計費、土木･建築工事の詳細設計費、

高圧ガス製造許可申請･建築確認申請等の届出費用、図書作成費

	
	基礎工事費
	受電設備、圧縮機、ポンプ、ディスペンサー、計装空気圧縮機、散水ポンプ及び貯水槽、制御装置の設備に係る基礎工事、付属配管を敷設するための配管トレンチ及び天蓋の工事費

	
	据付工事費
	受電設備、圧縮機、ポンプ、ディスペンサー、計装空気圧縮機、散水ポンプ及び貯水槽、制御装置に係る据付工事費

	
	試運転調整費
	受電設備、圧縮機、ポンプ、ディスペンサー、計装空気圧縮機、散水ポンプ及び貯水槽、制御装置に係る試運転調整費

	
	舗装工事費
	ＬＰガススタンド用地及び付属配管の埋設部分の舗装工事費

（車両停車位置、重圧部フロアーを含む。）

	
	排水工事費
	冷却散水、雨水の排水設備工事費

（ＬＰガススタンド用地内の油水分離器、側溝等）

	
	照明設備工事費
	高圧ガス保安法、液化石油保安規則、コンビナート等保安規則に定める必要な照度を確保するための照明設備工事費

（キャノピー、標識付属の設備を除く）

	
	電気工事費
	受電設備、圧縮機、ポンプ、ディスペンサー、計装空気圧縮機、散水ポンプ及び貯水槽、制御装置、照明設備に係る電気工事費

（材料費、工事費を含む。）

	
	共通仮設費
	「建設省建築工事積算基準」に準じた共通仮設費

	
	現場経費
	「建設省建築工事積算基準」に準じた現場経費

	
	一般管理費
	「建設省建築工事積算基準」に準じた一般管理費


注）
ディスペンサーをユニット（定義を下に示す）として計上する場合には、ユニットに含まれるものの内訳を見積書の中で該当する部分に明示すること。


＊
ディスペンサーユニット



ディスペンサーと付属配管、制御装置の全て又は一部を一体化し、電気工事を含めて事前に工場等で組み立てた設備
提出書類





（最終期限：平成24年2月29日）





現地調査・審査





実績報告書提出





工事完了





実際の補助金交付額は、


実績報告書に基づき、額を確定します。





交付決定通知





審査委員会による諾否決定





補助金の交付を決定したことではありません。


交付決定を受けるまでは申請者の自己責任で事業を進めることとなります。
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